
別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
高等学校定時制課程教科書及び通信制課程教科書学習書給

与費の支給事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務企画部財務課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

高等学校定時制課程教科書及び通信制課程教科書学習書給

与実施要領に基づき、教科書給与申請に対して、教科書を

給与する対象になる者か審査するため利用する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３健康状態、４職業・職歴 

記録範囲 

１ 定時制（通信制）高等学校教科書（学習書）給与申請者 

２ 在職証明書に給与申請者の勤務先代表者の情報が記載

されている場合における勤務先代表者 

記録情報の収集方法 
定時制（通信制）高等学校教科書（学習書）給与申請者から

の申請書等の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁総務企画部財務課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 へき地児童生徒援助費等補助金交付申請書（事業計画書） 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務企画部財務課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

交付対象事業費算定の基礎となる児童生徒の確認のため利

用する。 

記録項目 １住所・居所、２公的扶助 

記録範囲 遠距離通学の児童生徒 

記録情報の収集方法 市町村からの申請書類の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 文部科学省初等中等教育局財務課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁総務企画部財務課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978－6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県公立高等学校等学び直し支援金の支給事務ファイル（学校分） 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県立高等学校・県立中等教育学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

高等学校等学び直し支援金の申請等に係る審査、支給事務 

記録項目 
１氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所、４電話番号、５家庭状況、６親族

関係、７婚姻歴、８学業・学歴、９納税状況、10個人番号、11在籍校 

記録範囲 
茨城県公立高等学校等学び直し支援金受給者（生徒）及び当該親権者 

（親権者がいない場合は、未成年後見人または主たる生計維持者） 

記録情報の収集方法 
申請者からの申請・届出による取得、統合宛名管理システムによる保護者等の

課税情報・公的扶助受給情報の取得 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 県立高等学校・県立中等教育学校（別紙１のとおり） 

（所在地） 別紙１のとおり 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県公立高等学校等学び直し支援金の支給事務ファイル（財務課分） 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県教育庁総務企画部財務課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

高等学校等学び直し支援金の申請等に係る審査、支給事務 

記録項目 １氏名、２年齢・生年月日、３在籍校 

記録範囲 
茨城県公立高等学校等学び直し支援金受給者（生徒）及び当該親権者 

（親権者がいない場合は、未成年後見人または主たる生計維持者） 

記録情報の収集方法 学校から申請者情報等の提出による取得 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 茨城県教育庁総務企画部財務課 

（所在地） 〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県公立高等学校専攻科修学支援金の支給事務ファイル（学校分） 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県立岩瀬高等学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

高等学校専攻科修学支援金の申請等に係る審査、支給事務 

記録項目 
１氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所、４電話番号、５家庭状況、６親族

関係、７婚姻歴、８学業・学歴、９納税状況、10個人番号、11在籍校 

記録範囲 茨城県公立高等学校専攻科修学支援金受給者（生徒）及び生計維持者 

記録情報の収集方法 
申請者からの申請・届出による取得、統合宛名管理システムによる保護者等の

課税情報・公的扶助受給情報の取得 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 県立岩瀬高等学校 

（所在地） 〒309-1294 茨城県桜川市岩瀬1511-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県公立高等学校専攻科修学支援金の支給事務ファイル（財務課分） 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県教育庁総務企画部財務課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

高等学校専攻科修学支援金の申請等に係る審査、支給事務 

記録項目 １氏名、２年齢・生年月日、３在籍校 

記録範囲 茨城県公立高等学校専攻科修学支援金受給者（生徒）及び生計維持者 

記録情報の収集方法 学校から申請者情報等の提出による取得 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 茨城県教育庁総務企画部財務課 

（所在地） 〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



学校番号 学校名 〒 所在地
1 高萩高等学校 318-0034高萩市高萩1111
2 高萩清松高等学校 318-0001高萩市赤浜1864
3 日立第一高等学校 317-0063日立市若葉町3-15-1
4 日立第二高等学校 317-0071日立市鹿島町3-2-1
5 日立工業高等学校 317-0077日立市城南町2-12-1
6 多賀高等学校 316-0036日立市鮎川町3-9-1
7 日立商業高等学校 319-1222日立市久慈町6-20-1
8 日立北高等学校 319-1411日立市川尻町6-11-1
9 磯原郷英高等学校 319-1541北茨城市磯原町磯原912
10 太田第一高等学校 313-0005常陸太田市栄町58
11 太田西山高等学校 313-0007常陸太田市新宿町210
12 大子清流高等学校 319-3526久慈郡大子町大子224
13 小瀬高等学校 319-2401常陸大宮市上小瀬1881
14 常陸大宮高等学校 319-2255常陸大宮市野中町3257-2
15 水戸第一高等学校 310-0011水戸市三の丸3-10-1
16 水戸第二高等学校 310-0062水戸市大町2-2-14
17 水戸第三高等学校 310-0011水戸市三の丸2-7-27
18 緑岡高等学校 310-0852水戸市笠原町1284
19 水戸農業高等学校 311-0114那珂市東木倉983
20 水戸工業高等学校 310-0836水戸市元吉田町1101
21 水戸商業高等学校 310-0036水戸市新荘3-7-2
22 水戸南高等学校 310-0804水戸市白梅2-10-10
23 水戸桜ノ牧高等学校 310-0914水戸市小吹町2070
23-1 水戸桜ノ牧高等学校常北校 311-4306東茨城郡城里町春園1634
24 勝田高等学校 312-0003ひたちなか市足崎1458
25 勝田工業高等学校 312-0016ひたちなか市松戸町3-10-1
26 佐和高等学校 312-0061ひたちなか市稲田636-1
27 那珂湊高等学校 311-1224ひたちなか市山ノ上町4-6
28 海洋高等学校 311-1214ひたちなか市和田町3-1-26
29 笠間高等学校 309-1611笠間市笠間1668
30-1 ＩＴ未来高等学校 309-1738笠間市大田町352-15
31 大洗高等学校 311-1311東茨城郡大洗町大貫町2908
32 東海高等学校 319-1112那珂郡東海村村松771-1
33 茨城東高等学校 311-3157東茨城郡茨城町小幡2524
34 那珂高等学校 311-0111那珂市後台1710-1
35 鉾田第一高等学校 311-1517鉾田市鉾田1090-2
36 鉾田第二高等学校 311-1517鉾田市鉾田1158
37 玉造工業高等学校 311-3501行方市芹沢1552
38 麻生高等学校 311-3832行方市麻生1806
39 潮来高等学校 311-2448潮来市須賀3025
40 鹿島高等学校 314-0038鹿嶋市城山2-2-19
41 鹿島灘高等学校 311-2207鹿嶋市志崎121
42 神栖高等学校 314-0125神栖市高浜1468
43 波崎高等学校 314-0343神栖市土合本町2-9928-1
44 波崎柳川高等学校 314-0252神栖市柳川1603-1

（別紙１）



学校番号 学校名 〒 所在地
45 土浦第一高等学校 300-0051土浦市真鍋4-4-2
46 土浦第二高等学校 300-0041土浦市立田町9-6
47 土浦第三高等学校 300-0835土浦市大岩田1599
48 土浦工業高等学校 300-0051土浦市真鍋6-11-20
49 土浦湖北高等学校 300-0021土浦市菅谷町1525-1
50 石岡第一高等学校 315-0001石岡市石岡1-9
51 石岡第二高等学校 315-0013石岡市府中5-14-14
52 石岡商業高等学校 315-0033石岡市東光台3-4-1
53 中央高等学校 319-0133小美玉市張星500
54 竜ヶ崎第一高等学校 301-0844龍ケ崎市平畑248
55 竜ヶ崎第二高等学校 301-0834龍ケ崎市古城3087
56 竜ヶ崎南高等学校 301-0021龍ケ崎市北方町120
57 江戸崎総合高等学校 300-0504稲敷市江戸崎甲476-2
58 取手第一高等学校 302-0013取手市台宿2-4-1
59 取手第二高等学校 302-0005取手市東2-5-1
60 取手松陽高等学校 302-0001取手市小文間4770
61 藤代高等学校 300-1537取手市毛有640
62 藤代紫水高等学校 300-1508取手市紫水1-660
63 牛久高等学校 300-1204牛久市岡見町2081-1
64 牛久栄進高等学校 300-1201牛久市東猯穴町876
65 筑波高等学校 300-4231つくば市北条4387
66 竹園高等学校 305-0032つくば市竹園3-9-1
67-1つくばサイエンス高等学校305-0861つくば市谷田部1818
68 茎崎高等学校 300-1272つくば市茎崎447-8
69 岩瀬高等学校 309-1294桜川市岩瀬1511-1
70 真壁高等学校 300-4417桜川市真壁町飯塚210
71 下館第一高等学校 308-0825筑西市下中山590
72 下館第二高等学校 308-0051筑西市岡芹1119
73 下館工業高等学校 308-0847筑西市玉戸1336-111
74 明野高等学校 300-4515筑西市倉持1176-1
75 下妻第一高等学校 304-0067下妻市下妻乙226-1
76 下妻第二高等学校 304-0067下妻市下妻乙347-8
77 結城第一高等学校 307-0001結城市結城1076
78 結城第二高等学校 307-0001結城市結城7355
79 鬼怒商業高等学校 307-0011結城市小森1513-2
80 石下紫峰高等学校 300-2706常総市新石下1192-3
81 水海道第一高等学校 303-0025常総市水海道亀岡町2543
82 水海道第二高等学校 303-0003常総市水海道橋本町3549-4
83 八千代高等学校 300-3561結城郡八千代町平塚4824-2
84 古河第一高等学校 306-0012古河市旭町2-4-5
85 古河第二高等学校 306-0024古河市幸町19-18
86 古河第三高等学校 306-0054古河市中田新田12-1
87 総和工業高等学校 306-0211古河市葛生1004-1
88 三和高等学校 306-0123古河市五部54-1
89 境高等学校 306-0433猿島郡境町175
92 坂東清風高等学校 306-0631坂東市岩井4319-1
93 守谷高等学校 302-0107守谷市大木70
94 伊奈高等学校 300-2341つくばみらい市福田711
中等2並木中等教育学校 305-0044つくば市並木4-5-1
中等3 古河中等教育学校 305-0045古河市磯部846



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  マイナンバー台帳 

行政機関等の名称  茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

 茨城県教育庁総務企画部生涯学習課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 ・税務署に提出する支払調書に記載する。 

 ・児童手当認定のための所得確認に利用する。 

記録項目 
 １住所、２氏名、３生年月日、４連絡先、５個人番号、 

 ６本人確認書類 

記録範囲 
 ・マイナンバー制度に伴う個人番号の提供票 

 ・本人確認書類 

記録情報の収集方法  対面・郵送 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 茨城県教育庁総務企画部生涯学習課 

（所在地） 〒310-8588 

茨城県水戸市笠原町９７８番地６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  ― 

✓ 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  マイナンバー台帳・児童手当認定カード 

行政機関等の名称  茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

 茨城県立図書館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 ・税務署に提出する支払調書に記載する。 

 ・児童手当認定のための所得確認に利用する。 

記録項目 
 １氏名、２住所、３生年月日、４連絡先、５個人番号、 

６本人確認書類  

記録範囲 
 ・マイナンバー制度に伴う個人番号の提供票 

 ・本人確認書類 

記録情報の収集方法  職員との対面・郵送による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 茨城県立図書館 

（所在地） 〒310-0011 

茨城県水戸市三の丸１－５－３８ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考   

 

✓ 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  県立図書館ボランティア名簿 

行政機関等の名称  茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさどる

組織の名称 

 茨城県立図書館 

条例個人情報ファイルの利用

目的 

 ・ボランティアの登録・活動保険加入時の書類に記入す

る。  

記録項目  １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５連絡先 

記録範囲 ・ボランティア保険申込書 

記録情報の収集方法  ボランティア活動の申込 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
 含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 茨城県立図書館 

（所在地） 〒310-0011 

茨城県水戸市三の丸１－５－３８ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

□法第 60条第２項第２号 政令第 21 条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考   

✓ 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  支払調書（協議会委員・講師謝金にかかる源泉徴収） 

行政機関等の名称  茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

 茨城県立図書館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 ・税務署に提出する支払調書に記載する。 

  

記録項目 
 １住所、２氏名 

 

記録範囲  ・本人確認書類 

記録情報の収集方法  本人からの申し出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 茨城県立図書館 

（所在地） 〒310-0011 

茨城県水戸市三の丸１－５－３８ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考   

✓ 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 報酬等（給与、報酬、報償、賃金、等）支払事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務企画部文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 本課が行う事業で人件費等を支払う際に、法定の個人番

号を取得することで国税事務を円滑化するため。 

記録項目 
個人番号、氏名、住所、居所、運転免許証（生年月日確認書

類） 

記録範囲 「個人番号申告書」で提供のあったもの 

記録情報の収集方法 対面、郵送 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 

記録情報の経常的提供先 各都道府県市区町村の市民税課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁総務企画部文化課 

（所在地）〒310-8588 水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 銃砲刀剣類登録審査委員関係事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁総務企画部文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県銃砲刀剣類登録審査委員の選任及び報酬・費用弁償

の支払のために利用する。 

記録項目 
氏名、性別、年齢・生年月日、住所・居所、電話番号、 

職業・職歴、地位・役職、学業・学歴、資格・賞罰 

記録範囲 茨城県銃砲刀剣類登録審査委員 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁総務企画部文化課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 文化財保護審議会委員関係事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁総務企画部文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県文化財保護審議会の委員の選任及び旅費・報酬等の

支払の事務に用いる。 

記録項目 

氏名、性別、年齢・生年月日、住所・居所、電話番号、 

本籍・国籍、職業・職歴、地位・役職、学業・学歴、 

資格・賞罰 

記録範囲 茨城県文化財保護審議会委員 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁総務企画部文化課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 国・県指定文化財等補助金交付事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁総務企画部文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

国・県指定文化財等の修理等における補助金の交付申請に

係る審査及び補助金の交付のために利用する。 

記録項目 氏名、住所・居所、電話番号、収入 

記録範囲 補助金交付に係る国・県指定文化財の所有者又は管理者 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 文化庁（国指定文化財等に係るもの） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁総務企画部文化課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 美術資料等の寄贈受入れに関する事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁総務企画部文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県に対する美術資料等の寄付を受け入れるため。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 寄付申込者 

記録情報の収集方法 本人からの申込書の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）教育庁総務企画部文化課 

（所在地）310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県立美術館共通年間パスポート発行に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁総務企画部文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

申込みに基づき共通年間パスポートを発行し、利用期限の

管理をするため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号 

記録範囲 申込者 

記録情報の収集方法 本人からの申込書の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）教育庁総務企画部文化課 

（所在地）310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県立美術館・博物館優待券発行に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁総務企画部文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

申請に基づき優待券を発行し、利用期限の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所・居所 

記録範囲 発行対象者 

記録情報の収集方法 発行対象者から聴取 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）教育庁総務企画部文化課 

（所在地）310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 展覧会に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

国内外の優れた美術作品が鑑賞できる場を、各種展覧会を

開催して提供するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 作品等の所有者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り調査、美術館の調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館 

（所在地）茨城県水戸市千波町東久保６６６－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 美術作品の収蔵に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

購入、寄贈及び寄託を受けた美術作品を収蔵管理するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 所有者、寄託者、特別観覧申請者、寄贈者、貸出申請者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請書の提出、本人からの聞き取り調査、美術

館の調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館 

（所在地）茨城県水戸市千波町東久保６６６－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 協議会及び委員会等の開催に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

協議会や委員会の委員を依頼し、会議を開催するため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５個人番号、 

６職業 

記録範囲 委員 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館 

（所在地）茨城県水戸市千波町東久保６６６－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 ボランティアに関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

来館者の便宜を図るとともに、美術館活動への協力を得る

ため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４性別、５生年月日、 

６顔写真、７メールアドレス、８職業、９資格、10特技 

記録範囲 ボランティア 

記録情報の収集方法 本人からの申請書の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館 

（所在地）茨城県水戸市千波町東久保６６６－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 委託業務に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術館運営の円滑化を図るため業務委託を行っているが、

その業務従事者の確認をするため 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日 

記録範囲 委託業務従事者 

記録情報の収集方法 委託業者からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館 

（所在地）茨城県水戸市千波町東久保６６６－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 教育財産の使用許可に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

申請に基づいて施設の使用を許可し、許可状況の把握をす

るため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館 

（所在地）茨城県水戸市千波町東久保６６６－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 講演等の実施に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術普及活動として講演、講座及びコンサート等を実施す

るため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５個人番号、 

記録範囲 応募者、講師 

記録情報の収集方法 本人からの申込書の提出、本人からの聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館 

（所在地）茨城県水戸市千波町東久保６６６－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 ボランティア名簿 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館つくば分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術館ボランティアの登録及び保険加入に利用する。 

記録項目 
１氏名、２年代、３住所・居所、 

４つくば市在勤・在学の有無、５電話番号 

記録範囲 ボランティア登録用紙を提出したもの（令和3年度以降） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 つくば市社会福祉協議会（全国社会福祉協議会） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館つくば分館 

（所在地）〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-8 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 施設使用申請者名簿 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館つくば分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

使用申請の結果通知及び使用料の徴収、または減免事務に

使用する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話場号 

記録範囲 近代美術館使用申請書、近代美術館施設使用料減免申請書 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館つくば分館 

（所在地）〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-8 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 行政財産貸付簿 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館つくば分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

行政財産の貸付事務に使用する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話場号 

記録範囲 公有財産借用申請書、減免申請書、請書 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館つくば分館 

（所在地）〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-8 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 委託業務に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

円滑な美術館運営を図るための業務委託において、従事に

必要な資格や氏名・連絡先を把握するため 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所 

５電話番号、６学業・学歴、７資格・賞罰 

記録範囲 委託業務従事者及び入札参加業者 

記録情報の収集方法 委託業者及び入札参加業者からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

（所在地）茨城県北茨城市大津町椿2083 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 行政財産貸付事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

申請に基づき行政財産の使用を許可し、許可状況を把握す

るため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

（所在地）茨城県北茨城市大津町椿2083 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 施設貸与事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術館管理規則第26条に基づき施設の使用を許可し、条例

により使用料の徴収を行うため 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

（所在地）茨城県北茨城市大津町椿2083 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 入館料減免申請に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術館管理規則に基づき、企画展及び常設展の入館料を減

免する 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

（所在地）茨城県北茨城市大津町椿2083 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 講座等実施事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術館普及活動として、実技講座等を実施するため 

記録項目 
１氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所、４電話番号 

６メールアドレス 

記録範囲 受講者及び講師 

記録情報の収集方法 受講者からの申込、講師からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

（所在地）茨城県北茨城市大津町椿2083 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 展覧会関係事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

国内外の優れた美術作品が鑑賞できる場を、各種展覧会を

開催し、提供するため 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 作品等所有者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り調査、美術館の調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

（所在地）茨城県北茨城市大津町椿2083 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 美術作品収蔵事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

購入及び寄贈、寄託を受けた美術作品を収蔵、管理するた

め 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 所有者、寄託者、寄贈者、貸出申請者、特別観覧申請者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請書の提出、本人からの聞き取り調査、美術

館の調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県近代美術館天心記念五浦分館 

（所在地）茨城県北茨城市大津町椿2083 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 ― 



別添様式２ 
 

1 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 資料提供者名簿ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県陶芸美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

各種展覧会を開催し、国内外の優れた美術作品を鑑賞でき

る場を提供する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号、４職業・職歴 

記録範囲 資料提供者 

記録情報の収集方法 美術館の調査、本人からの聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県陶芸美術館 

（所在地）茨城県笠間市笠間２３４５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

〼法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 〼無 

備   考 － 

 



別添様式２ 
 

2 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 美術資料の収蔵事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県陶芸美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

購入及び寄贈・寄託を受けた美術館資料を収蔵、管理する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号、４職業・職歴 

記録範囲 所有者、寄託者、寄贈者、貸出申請者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請書提出、本人からの聞き取り調査、美術館

の調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県陶芸美術館 

（所在地）茨城県笠間市笠間２３４５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

〼法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 〼無 

備   考 
事務に係る主な行政文書：申請書、寄託申込書、起案文書、

寄託契約書、寄託証書、貸出許可書 



別添様式２ 
 

3 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 協議会、委員会委員名簿ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県陶芸美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術館の適正な運営を図るため、協議会や委員会を開催す

る。 

記録項目 
１氏名、２住所・居所、３電話番号、４職業・職歴 

５個人番号、６年齢・生年月日 

記録範囲 委員 

記録情報の収集方法 本人からの書類提出、聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 水戸税務署、居住地の市町村役場 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県陶芸美術館 

（所在地）茨城県笠間市笠間２３４５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

〼法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 〼無 

備   考 事務に係る主な行政文書：起案文書、委員名簿 

 



別添様式２ 
 

4 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 団体観覧受付表ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県陶芸美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 茨城県陶芸美術館管理規則に基づき、企画展及び常設展

の入館料を減免する。 

記録項目 
１氏名、２住所・居所、３電話番号、４職業・職歴 

５地位・役職 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り、申請書提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県陶芸美術館 

（所在地）茨城県笠間市笠間２３４５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

〼法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 〼無 

備   考 
事務に係る主な行政文書：団体観覧受付票、入館料減免申

請書 



別添様式２ 
 

5 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 委託業務従事者名簿ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県陶芸美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

美術館運営の円滑化を図るため、業務委託を行っている。 

記録項目 
１氏名、２住所・居所、３電話番号、４職業・職歴 

５地位・役職 

記録範囲 委託業務従事者 

記録情報の収集方法 委託業者からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県陶芸美術館 

（所在地）茨城県笠間市笠間２３４５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

〼法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 
 

6 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 教育財産の使用許可事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県陶芸美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

申請に基づいて施設の使用を許可し、許可状況の把握を行

う。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号、４職業・職歴 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県陶芸美術館 

（所在地）茨城県笠間市笠間２３４５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

〼法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 事務に係る主な行政文書：申請書、起案文書、使用許可書 

 



別添様式２ 
 

7 
 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 講座等実施事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県陶芸美術館 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 各事業の参加者の実態を把握し、指導に生かすととも

に、今後の広報活動にも活用する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号、４個人番号（講師のみ） 

記録範囲 各事業参加者及び講師 

記録情報の収集方法 本人からの書類提出、聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 水戸税務署、居住地の市町村役場（講師のみ） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県陶芸美術館 

（所在地）茨城県笠間市笠間２３４５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

〼法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 〼無 

備   考 
事務に係る主な行政文書：各事業参加申込者名簿、講師の

謝金支払関連書類 

 

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 企画展開催事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 企画課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 各種企画展を開催し、内外の資料を鑑賞できる場を提供

する。 

記録項目 1氏名、2住所・居所、3電話番号、4所有する記録名 

記録範囲 資料等所有者 

記録情報の収集方法 博物館の調査、本人からの申請書提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

（所在地）茨城県坂東市大崎700番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  博物館資料の収蔵事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 資料課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 購入及び寄贈、寄託を受けた博物館資料を収蔵、管理す

る。 

記録項目 
1氏名、2住所・居所、3電話番号、4職業・職歴、5地位・役

職 

記録範囲 
 本人からの申請書提出、本人からの聞き取り調査、博物

館の調査 

記録情報の収集方法  所有者、寄託者、寄贈者、貸出申請者 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

（所在地）茨城県坂東市大崎700番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  入館料減免申請に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 ミュージアムパーク茨城県自然博物館管理規則に基づ

き、企画展及び常設展の入館料を減免する。 

記録項目 
1氏名、2年齢・生年月日、3住所・居所、4電話番号、5減免

の理由 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

（所在地）茨城県坂東市大崎700番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  ボランティアに関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 来館者の便宜を図るとともに、博物館への協力を得るた

め。 

記録項目 

1氏名、2性別、3年齢・生年月日、4住所・居所、5電話番号、

6メールアドレス、7顔写真、8緊急連絡先電話番号、9職業・

職歴 

記録範囲 ボランティア 

記録情報の収集方法 本人からの調査票の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 全国社会福祉協議会：ボランティア活動保険 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

（所在地）茨城県坂東市大崎700番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  委託事務に関する業務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 博物館運営の円滑化を図るため、業務委託を行ってい

る。 

記録項目 1氏名、2年齢・生年月日、3住所・居所 

記録範囲  委託業務の従事者 

記録情報の収集方法  受託業者からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

（所在地）茨城県坂東市大崎700番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 

 教育普及イベント（自然講座、学芸員によるサイエンス

トーク、シニア向け自然大学、自然観察会、子ども自然教

室、貝化石掘り体験、化石のクリーニング）に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 各事業に参加する人の実体を把握し、指導に生かすとと

もに、今後の広報活動にも活用する。 

記録項目 1氏名、2年齢・生年月日、3住所・居所、4電話番号 

記録範囲 各事業参加者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

（所在地）茨城県坂東市大崎700番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  協議会、委員会等開催事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 企画課、教育課、

資料課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 博物館の適正な運営を図るため協議会や委員会を開催

する 

記録項目 

1氏名、2年齢・生年月日、3住所・居所、4電話番号、5職業

・職歴、6地位・役職、7学業・学歴、8学位、9所属学会等、

10研究分野、11研究業績、12著書 

記録範囲 委員 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

（所在地）茨城県坂東市大崎700番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 交通遺児育英助成応募票ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

民間の財団法人が実施する交通遺児育英助成事業への推

薦のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号 

６家庭状況、７収入、８一家の経済的支柱が交通事故で死

亡した時期等 

記録範囲 交通遺児育英助成に応募しようとする児童生徒 

記録情報の収集方法 
本人から市町村立学校長及び市町村立教育委員会を通じ

て提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 公益財団法人東京海上日動教育振興基金 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

☒法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☒無 

備   考  ― 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 研修事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

教職員の研修を実施するため、講師の選任・依頼等を行う

ため。 

記録項目 １氏名、２住所、３職業、４地位・職歴  

記録範囲 講師（私立大教授・助教授・講師、民間企業・研究所職員） 

記録情報の収集方法 担当職員において調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

教育公務員特例法２１条２項 

条例個人情報ファイルの種別 

☒法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☒有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 日本語指導ボランティア名簿ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

市町村教育委員会や学校で日本語指導ボランティアを活

用する際に連絡をするため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４指導可能言語 

記録範囲 
登録申し出のあった日本語指導ボランティア（平成17年度

以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申し出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 茨城県教育情報ネットワーク 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 教科用図書選定審議会委員の依頼・決定の起案 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

教科用図書選定審議事務に利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所、５職業、 

６役職、７学業・学歴 

記録範囲  

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

（※１） 
☑法第60条第２項第２号 

（※２） 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
 就学義務猶予免除者教科書給与申請書，教科用図書給与

児童生徒名簿 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義

務を猶予又は免除された子の教育に必要な教科書を無償

給与するために利用する。 

児童生徒への教科書の無償給与が完了した事実を明ら

かにするために利用する。 

記録項目 １氏名、２年齢・生年月日、３住所、４電話番号 

記録範囲 申請者，就学義務猶予免除者，教科用図書給与児童生徒 

記録情報の収集方法 
保護者から申請書の提出，各学校から教科用図書受領冊数

報告書の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 文部科学省（就学義務猶予免除者教科書給与申請書のみ） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 児童・生徒に係る学校事故報告受理事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

児童生徒に係る学校事故の内容及びその処理状況を把握

し，学校等に適切な指導助言を行う。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住居・居所、 

５健康状態、６身体の状況、７性質・性格、８家庭状況、 

９住居状況、10職業・職歴、11地位・役職、12学業・学歴、

13資格・賞罰、14成績・評価、15公的扶助、16意見・要望 

17相談・苦情 

記録範囲 児童生徒及び事故関係者 

記録情報の収集方法 教育事務所からの事故報告書の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 子どもホットラインスーパーバイザー委嘱事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

スーパーバイザー委嘱候補者及び委嘱者の把握及び特定 

記録項目 

１氏名、２年齢・生年月日、３電話番号、４職業・職歴 

５地位・役職、６学業・学歴、７資格・賞罰、８成績・評価 

９その他（銀行口座番号） 

記録範囲 
子どもホットラインスーパーバイザー委嘱候補者及び委嘱

者 

記録情報の収集方法 本人、本人の所属機関及び著作等から 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 子どもホットラインの相談員・サポートスタッフ 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 子どもホットラインサポートスタッフ登録事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

子どもホットラインのボランティアの相談員の登録希望

者や登録者の把握と特定 

記録項目 

１氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所、４電話番号、 

４健康状態、５身体の状況、６性質・性格、７職業・職歴 

８地位・役職、９学業・学歴、10資格・賞罰 

記録範囲 
子どもホットラインサポートスタッフ登録希望者及び登

録者 

記録情報の収集方法 本人から提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 子どもホットライン相談記録事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

相談内容把握のため 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所 

５電話番号、６本籍・国籍、７健康状態、８身体の状況 

９性質・性格、10家庭状況、11親族関係、12婚姻歴 

13住居状況、14趣味・し好、15職業・職歴、16地位・役職、 

17学業・学歴、18資格・賞罰、19成績・評価、20資産 

21収入、22納税状況、23公的扶助、24取引状況、25貸付状況 

26意見・要望、27相談・苦情 

記録範囲 子どもホットラインへの相談者 

記録情報の収集方法 本人からの聴き取り及び連携機関からの情報 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 □法第60条第２項第１号 ☑法第60条第２項第２号 



別添様式２ 
 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

  



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 スクールカウンセラー採用事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

スクールカウンセラー委嘱候補者及び委嘱者の把握及び

特定 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・住居、 

５電話番号、６健康状態、７心身の状況、８職業・職歴 

９地位・役職、10学業・学歴、11資格・賞罰、 

12その他（銀行口座番号）、13意見・要望 

記録範囲 スクールカウンセラー候補者 

記録情報の収集方法 本人から提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 いじめ解消サポーター委嘱事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

いじめ解消サポーターとして委嘱するため 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、 

５電話番号、６職業・職歴、７地位・役職、 

８その他（銀行口座番号） 

記録範囲 いじめ解消サポーター委嘱者 

記録情報の収集方法 推薦団体からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

  



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 スクールソーシャルワーカー採用事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

スクールソーシャルワーカーとして任用するため 

記録項目 

１氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所、４電話番号、 

５職業・職歴、６地位・役職、７学業・学歴、８資格、 

９その他（銀行口座番号）、10意見・要望 

記録範囲 スクールソーシャルワーカー候補者 

記録情報の収集方法 本人から提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

  



別添様式２ 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 スクールロイヤー委嘱事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部義務教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県スクールロイヤーとして委嘱するため 

記録項目 
１氏名、２電話番号、３職業・職歴、 

４その他（銀行口座番号） 

記録範囲 茨城県スクールロイヤー委嘱者 

記録情報の収集方法 本人からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部義務教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

  



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 幼児児童生徒に係る学校事故報告書 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部特別支援教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

学校事故の内容及びその処理状況を把握し、学校の適切な

対応のための指導・助言に利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所、５事故の概要

（事故件名、事後前後の指導状況）、６電話番号、７保護者

氏名（家庭状況）、８健康状態（身体の状況）、９障害の状

況（行動の特性）、10学業・学歴 

記録範囲 学校事故報告書に記載されたもの 

記録情報の収集方法 学校事故報告書として学校から提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番地６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 通級による指導の届出 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部特別支援教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

通級による指導の教育課程、該当児及び指導内容等の把握

に利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４身体の状況（障害の

状況）、５指導内容（指導時間、目標） 

記録範囲 届出に記載されたもの 

記録情報の収集方法 市町村教育委員会及び学校から提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番地６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県教育支援委員会事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部特別支援教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒のうち、早期

からの一貫した教育相談及び支援又は就学先の決定におい

て、茨城県教育支援委員会の意見等を要する者の教育支援

に係る状況の把握に使用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所、５健康状態・

身体の状況・障害の状況、６家庭状況、７日常生活の状況、

８相談内容 

記録範囲 

市町村教育委員会から提供された資料に記載されたもの 

県教育支援委員会調査員が調査したもの 

県教育支援委員会委員任命書又は委嘱状及びその通知に記

載のもの 

記録情報の収集方法 
市町村教育委員会から提供 

県教育支援委員会調査員による面接調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番地６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 □法第60条第２項第１号 ☑法第60条第２項第２号 



別添様式２ 

 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 各種委員会（茨城県特別支援教育推進会議等）事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

学校教育部特別支援教育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

各事業の円滑な実施や県立特別支援学校の教育環境整備に

係る施策策定のための協議に使用する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４住所、５職業・職歴、６地

位・役職 

記録範囲 委員依頼通知及び実施要項に記載のもの 

記録情報の収集方法 本人から聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番地６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 臨床実習事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県立特別支援学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

あん摩、マッサージ等の臨床実習の実施に使用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所、５電話番号、

６健康状態・身体の状況・障害の状況（病歴）、７学業・学

歴、８職業・職歴 

記録範囲 診療カルテに記載されたもの 

記録情報の収集方法 本人から提供、各種診療結果 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県立特別支援学校 

（所在地）別添のとおり 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 教育実習受入事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県立特別支援学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

教育実習を承認された者に教育指導するため使用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所、５電話番号、

６健康状態、７本籍、８学業・学歴、９趣味・特技 

記録範囲 教育実習記録簿、履歴書、依頼書類に記載されたもの 

記録情報の収集方法 本人又は大学から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県立特別支援学校 

（所在地）別添のとおり 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 寄宿舎管理事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県立特別支援学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

児童生徒の入舎の状況を把握するのに利用する 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所 

５電話番号、６健康状態（身体の状況）、７障害の状況（行

動の特性）、８学業・学歴 

記録範囲 寄宿舎に入社する児童生徒及び保護者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出書類及び聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県立特別支援学校 

（所在地）別添のとおり 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 施設開放事務 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県立特別支援学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生涯学習、社会教育の場として学校の施設等を地域に開放

するために利用する 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 代表者・責任者・参加者 

記録情報の収集方法 借用願の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県立特別支援学校 

（所在地）別添のとおり 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添 県立特別支援学校 一覧 

 

 （名称） （所在地） 

１ 県立盲学校 水戸市袴塚 1-3-1 

２ 県立水戸聾学校 水戸市千波町 2863-1 

３ 県立霞ヶ浦聾学校 稲敷郡阿見町上長 3-2 

４ 県立常陸太田特別支援学校 常陸太田市瑞龍町 1032-1 

５ 県立北茨城特別支援学校 北茨城市中郷町小野矢指 1657 

６ 県立水戸特別支援学校 水戸市吉沢町 3979 

７ 県立水戸飯富特別支援学校 水戸市飯富町 3436-20 

８ 県立水戸高等特別支援学校 水戸市下大野町 6212 

９ 県立友部特別支援学校 笠間市鯉淵 6558-1 

10 県立友部東特別支援学校 笠間市鯉淵 6528-1 

11 県立内原特別支援学校 水戸市鯉淵町 2570 

12 県立勝田特別支援学校 ひたちなか市高場 2452 

13 県立大子特別支援学校 久慈郡大子町頃藤 3602 

14 県立鹿島特別支援学校 鹿嶋市沼尾 1195 

15 県立土浦特別支援学校 土浦市上高津字上ﾉ台 1238 

16 県立石岡特別支援学校 石岡市下青柳 716-1 

17 県立美浦特別支援学校 稲敷郡美浦村土屋字笹山 3127 

18 県立伊奈特別支援学校 つくばみらい市青古新田 300 

19 県立つくば特別支援学校 つくば市玉取 2100 

20 県立下妻特別支援学校 下妻市半谷 492-4 

21 県立結城特別支援学校 結城市鹿窪 1357-10 

22 県立協和特別支援学校 筑西市谷永島 495-1 

23 県立境特別支援学校 猿島郡境町塚崎 2170 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 教職員健康審査委員会委員委嘱関係簿 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県教育庁学校教育部保健体育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

教職員の疾病について審査し、健康管理の徹底を図るため

の健康審査委員の委嘱に使用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢、４生年月日、５住所・居所、 

６電話番号、７職業・職歴、８学業・学歴、９資格・賞罰、 

10健康状態 

記録範囲 茨城県教職員健康審査委員会の委員 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部保健体育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
要保護及び準要保護児童生徒認定及び医療費援助事務認定

者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁学校教育部保健体育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

学校保健安全法に基づき、経済的理由により就学が困難な

者を予め要保護又は準要保護と認定し、児童生徒が感染性

又は学習に支障を生じるおそれのある政令で定める疾病に

罹患した際に、必要な医療費を援助する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢、４生年月日、５住所・居所、 

６職業・職歴、７納税状況、８公的扶助、９家庭状況、 

10住居状況、11個人番号、12その他（病気・療養の有無等） 

記録範囲 
県立の義務教育諸学校の児童生徒のうち、経済的自由によ

り就学が困難な者又はその判断のための審査にかけた者。 

記録情報の収集方法 
学校長が保護者からの申告等から世帯票や調書を作成し、

県教育委員会に提出する。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部保健体育課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 



別添様式２ 

 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 定時制高等学校夜食費助成事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁学校教育部保健体育課健康教育推進室（県立太田第

一高等学校、県立水戸南高等学校、県立土浦第一高等学校 

、県立石岡第一高等学校、県立竜ヶ崎第一高等学校、県立古

河第一高等学校、県立日立工業高等学校、県立鹿島灘高等

学校、県立結城第二高等学校、県立茎崎高等学校） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

夜間定時制高等学校夜食給食実施要項に基づき、夜食費助

成申請に対して、夜食費助成の対象になる者か審査する。 

記録項目 １氏名、２性別、３健康状態、４職業、職歴 

記録範囲 

夜間定時制高等学校夜食費助成申請者、在職証明書に助成

申請者の勤務先代表者の情報が記載されている場合におけ

る勤務先代表者 

記録情報の収集方法 
夜間定時制高等学校夜食費助成申請者からの申請書等の提

出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）教育庁学校教育部保健体育課健康教育推進室（県

立太田第一高等学校、県立水戸南高等学校、県立土浦第一

高等学校、県立石岡第一高等学校、県立竜ヶ崎第一高等学

校、県立古河第一高等学校、県立日立工業高等学校、県立鹿

島灘高等学校、県立結城第二高等学校、県立茎崎高等学校） 

（所在地）〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-6 

     〒313-0005 茨城県常陸太田市栄町58 

     〒310-0804 茨城県水戸市白梅2-10-10 

     〒300-0051 茨城県土浦市真鍋4丁目4-2 

〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目9番地 

〒301-0844 茨城県龍ケ崎市平畑248 



別添様式２ 

 

〒306-0012 茨城県古河市旭町2-4-5 

〒317-0077 茨城県日立市城南町2-12-1 

〒311-2207 茨城県鹿嶋市志崎121 

〒307-0001 茨城県結城市結城7355 

〒300-1272 茨城県つくば市茎崎447-8 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 スポーツ審議会委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県教育庁学校教育部保健体育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

審議会通知及び県教育委員会ホームページ掲載のため 

記録項目 １氏名、２性別 

記録範囲 スポーツ審議会の委員 

記録情報の収集方法 本人・推薦団体からの申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 県民等 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部保健体育課 

（所在地）〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 各種体育大会負担金・補助金交付 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

教育庁学校教育部保健体育課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

各種体育大会負担金・補助金交付金を支給するため 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 各競技団体の代表者 

記録情報の収集方法 競技団体代表者からの申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部保健体育課 

（所在地）〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県立高等学校等端末購入費補助金ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県教育庁学校教育部教育改革課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県立高等学校等端末購入費補助金交付申請に係る審査

に必要であるため。 

記録項目 
１氏名、２住所・居所、３電話番号、４家庭状況、５親族関

係、６婚姻歴、７学業・学歴、８収入、９納税状況 

記録範囲 
茨城県立高等学校等端末購入費補助金交付要項第６条に基

づく申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部教育改革課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 

 



別添様式２ 

 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県立高等学校等端末等貸付ファイル 

行政機関等の名称 茨城県教育委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県教育庁学校教育部教育改革課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県立高等学校等学習者用端末等貸付又は茨城県立中学

校等学習者用端末等貸付に係る審査に必要であるため。 

記録項目 
１氏名、２住所・居所、３電話番号、４家庭状況、５親族関

係、６婚姻歴、７学業・学歴、８収入、９納税状況 

記録範囲 

茨城県立高等学校等学習者用端末等貸付要項第９条又は茨

城県立中学校等学習者用端末等貸付要項第９条に基づく申

請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県教育庁学校教育部教育改革課 

（所在地）〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 

 


